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令和８年５月
5月中旬
依頼
5月中旬
依頼
市町
県
国
　高齢者虐待対応調査と報告の流れ
参考資料
国調査「高齢者虐待防止法に基づく
対応状況等に関する調査」

前年度１年分調査依頼
（毎年様式を変更）

23市町に依頼
（例年５月～７月初旬）

前年度１年分を新様式で再作成
（再入力、様式変換等）
項目の変更・追加、事例の対応状況
の変動に注意




5月下旬
報告
6月下旬
報告

集計数の整合性、
エラーの有無など精査、
23市町を集約

死亡案件，疑義ファイル等の照会（8～11月頃）・最終集計



照会・回答


12月下旬　確定データの送信

９月中旬　
県公表（ＨＰ等・国へ報告）
国公表（翌年２月頃）





●市町は
医療介護基盤課へ　　　〈提出〉
県調査「高齢者虐待に係る
相談等状況調査について」
【参考】
★国提供の様式
（高齢者虐待防止法に基づく対応状況等に関する調査）
・Ａ票Ｄ票　市町村の概況と担当窓口
・Ｂ票　養介護施設従事者等による虐待について
・附Ｂ票　Ｂ票の虐待者、被虐待者の詳細
・Ｃ票　養護者の虐待について
・Ｅ票　Ｃ票での死亡事例
●例年、５～６月頃に前年度分の調査依頼の際に提供され、若干～大幅な項目等の変更がなされる。依頼から提出まで１か月弱と期限が短いため、事前の準備が必要。
●最新の様式が提供され次第、「県調査」として当年度の報告を依頼（報告は半期ごと）。
●市町では、昨年度１年分のファイルを更新プログラムによって、新様式にコピーするか、再入力。
★月別相談件数（様式１　県独自の調査）　
・相談通報件数の延べ数を月別に集計
[bookmark: _GoBack]。【算定方法】
電話・メール・FAX・訪問等により相談通報届出を受けた回数を算定する。
（受けるごとに１件と算定）
　相談・通報・届出等に対し，折り返し市町・地域包括支援センターが対応した件数は算定しない。


半期ごとに報告
（①、②）

●①「月別相談件数」の集計

●②「法に基づく対応状況調査」と
③「養介護施設従事者等による
高齢者虐待について」照合
①月別相談件数
（様式１県独自）

②法に基づく対応状況調査




７月下旬　23市町に依頼

県調査当年度分（半期ごと）
（国調査依頼後に市町に依頼　７月頃）
①様式１（県独自）
②法に基づく対応状況調査
（厚労省作成様式）
（翌年度７月頃依頼の国調査の基礎データとなる）


（都度）

③養介護施設従事者等による高齢者虐待報告について
施設内虐待は案件
ごとに県に報告
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